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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月25日(2012.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強化ガラス物品であって、厚さｔを有し、以下を含む：
　ａ.　外側領域であって、該外側領域が、前記物品の表面から該物品内の層の深さＤＯ
Ｌまで伸長し、該外側領域が圧縮応力ＣＳ下にある；および
　ｂ.　内側領域であって、該内側領域が中央張力ＣＴ下にあり、－１５．７（ＭＰａ／
ｍｍ）・ｔ（ｍｍ）＋５２．５（ＭＰａ）＜ＣＴ（ＭＰａ）≦－３８．７（ＭＰａ／ｍｍ
）・ｌｎ（ｔ）（ｍｍ）＋４８．２（ＭＰａ）である、
ことを特徴とする強化ガラス物品。
【請求項２】
　前記強化ガラス物品は、前記強化ガラス物品を破壊するのに十分な点衝突を受ける場合
に実質的に脆弱性を有しないことを特徴とする請求項１記載の強化ガラス物品。
【請求項３】
　前記強化ガラス物品は、該強化ガラス物品を破壊するのに十分な点衝突を受ける場合に
、３未満の脆弱性インデックスを有することを特徴とする請求項１記載の強化ガラス物品
。
【請求項４】
　前記強化ガラス物品はシートであり、前記厚さｔが約０．２ｍｍから約２ｍｍまでの範
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囲であることを特徴とする請求項１記載の強化ガラス物品。
【請求項５】
　前記厚さが約０．５ｍｍから約０．７５ｍｍまでの範囲であることを特徴とする請求項
４記載の強化ガラス物品。
【請求項６】
　前記厚さが約０．９ｍｍから約２．０ｍｍまでの範囲であることを特徴とする請求項４
記載の強化ガラス物品。
【請求項７】
　前記強化ガラス物品がアルカリアルミノシリケートガラスを含むことを特徴とする請求
項１記載の強化ガラス物品。
【請求項８】
　前記アルカリアルミノシリケートガラスは、以下を含むことを特徴とする請求項７記載
の強化ガラス物品：
　60-70 mol% SiO2；6-14mol% Al2O3；0-15mol% B2O3；0-15mol% Li2O；0-20mol% Na2O；
0-10mol% K2O；0-8mol% MgO；0-10mol% CaO；0-5mol% ZrO2；0-1mol% SnO2；0-1mol% CeO

2；50ppm未満のAs2O3；および50ppm未満のSb2O3；ここで、12mol%≦Li2O + Na2O + K2O≦
20mol%および0mo%≦MgO + CaO≦10mol%。
【請求項９】
　前記アルカリアルミノシリケートガラスは、以下を含むことを特徴とする請求項７記載
の強化ガラス物品：
　5-50 wt% SiO2；2-20wt% Al2O3；0-15wt% B2O3；1-20wt% Na2O；0-10wt% Li2O；0-10wt
% K2O；および0-5wt% (MgO+CaO+SrO+BaO)；0-3wt% (SrO+BaO)；および0-5wt% (ZrO2+TiO2
)、ここで、0≦(LiO2+K2O)/Na2O≦0.5。
【請求項１０】
　前記アルカリアルミノシリケートガラスが、少なくとも１３０キロポアズ（１３キロＰ
ａ・秒）の液体粘性を有することを特徴とする請求項７記載の強化ガラス物品。
【請求項１１】
　前記アルカリアルミノシリケートガラスが、実質的にリチウムを含まないことを特徴と
する請求項７記載の強化ガラス物品。
【請求項１２】
　前記外側領域が、少なくとも３０μｍの深さを有することを特徴とする請求項１記載の
強化ガラス物品。
【請求項１３】
　圧縮応力ＣＳが少なくとも約６００ＭＰａであることを特徴とする請求項１記載の強化
ガラス物品。
【請求項１４】
　前記強化ガラス物品が、携帯用電子装置、インフォメーションターミナル装置、および
コンピュータのためのディスプレイのいずれかのためのカバープレートまたはウィンドウ
であることを特徴とする請求項１記載の強化ガラス物品。
【請求項１５】
　前記外側領域が、イオン交換により強化されることを特徴とする請求項１記載の強化ガ
ラス物品。
【請求項１６】
　ＣＴ＝（ＣＳ・ＤＯＬ）／（ｔ－２ＤＯＬ）であり、ＣＳがＭＰａで示されＤＯＬがｍ
ｍで示されることを特徴とする請求項１記載の強化ガラス物品。
【請求項１７】
　強化ガラス物品であって、約２ｍｍ未満の厚さｔを有し、以下を含む：
　ａ.　外側領域；および
　ｂ.　内側領域であって、該内側領域が中央張力ＣＴ下にあり、ＣＴ（ＭＰａ）＞－１
５．７（ＭＰａ／ｍｍ）・ｔ（ｍｍ）＋５２．５（ＭＰａ）であり、ここで、前記強化ガ
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ラス物品は、前記強化ガラス物品を破壊するのに十分な点衝突を受ける場合に実質的に脆
弱性を有しない、
ことを特徴とする強化ガラス物品。
【請求項１８】
　前記強化ガラス物品は、該強化ガラス物品を破壊するのに十分な点衝突を受ける場合に
、３未満の脆弱性インデックスを有することを特徴とする請求項１７記載の強化ガラス物
品。
【請求項１９】
　前記強化ガラス物品はシートであり、前記厚さｔが約０．２ｍｍから約２ｍｍまでの範
囲であることを特徴とする請求項１７記載の強化ガラス物品。
【請求項２０】
　前記厚さが約０．５ｍｍから約０．７５ｍｍまでの範囲であることを特徴とする請求項
１９記載の強化ガラス物品。
【請求項２１】
　前記厚さが約０．９ｍｍから約２．０ｍｍまでの範囲であることを特徴とする請求項１
９記載の強化ガラス物品。
【請求項２２】
　前記強化ガラス物品がアルカリアルミノシリケートガラスを含むことを特徴とする請求
項１７記載の強化ガラス物品。
【請求項２３】
　前記強化ガラス物品が、携帯用電子装置、インフォメーションターミナル装置、および
コンピュータのためのディスプレイのいずれかのためのカバープレートまたはウィンドウ
であることを特徴とする請求項１７記載の強化ガラス物品。
【請求項２４】
　前記外側領域が、イオン交換により強化されることを特徴とする請求項１７記載の強化
ガラス物品。
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